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一
　
は
じ
め
に

　

Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
い
て
は
、
違
反
事
業
者
に
多
額
の
制
裁
金

が
課
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
欧
州
委
員
会
に
は
そ
の

た
め
の
制
裁
金
賦
課
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一

九
六
九
年
ま
で
こ
の
権
限
は
使
わ
れ
ず
、
一
九
八
〇
年
代
前
半

ま
で
は
重
大
か
つ
悪
質
な
事
案
に
つ
い
て
も
総
売
上
額
の
二
％

を
超
え
る
制
裁
金
は
課
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
転
機
と
な
っ
た

の
は
、
一
九
八
三
年
のPioneer

事
件
判
決（1
（

で
あ
る
。
当
該
判

決
に
お
い
て
裁
判
所
が
制
裁
金
の
高
額
化
政
策
を
認
め
て
か
ら

は
、
数
千
万
ユ
ー
ロ
と
い
う
巨
額
の
制
裁
金
も
例
外
で
は
な
く

な
り
つ
つ
あ
り
、
多
国
籍
企
業
の
事
業
戦
略
に
無
視
で
き
な
い

影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

欧
州
委
員
会
に
よ
る
制
裁
金
賦
課
権
限
は
、
規
定
上
、
違
反

事
業
者
の
前
年
度
総
売
上
額
の
一
〇
％
が
制
裁
金
額
上
限
と
さ

れ
る
と
と
も
に
、
違
反
行
為
の
重
大
性
と
期
間
を
考
慮
し
て
制

裁
金
額
が
算
定
さ
れ
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、

公
正
か
つ
妥
当
な
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
欧
州
委
員
会
の
実
務

に
基
づ
い
た
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る（2
（

。
こ
の
た

め
、
欧
州
委
員
会
は
、
制
裁
金
の
決
定
に
当
た
っ
て
透
明
性
と

中
立
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
制
裁
金
の
算
定
方
法
及

び
算
定
に
当
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
要
素
を
列
記
し
た
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
告
示
し
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
に
策
定
さ
れ
た
制
裁
金

算
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（（
（

（
以
下
「
二
〇
〇
六
年
指
針
」
と
い
う
（
は
、

一
九
九
八
年
の
同
指
針（4
（

（
以
下
「
一
九
九
八
年
指
針
」
と
い
う
（

の
運
用
実
績
等
を
踏
ま
え
、
抑
止
力
を
強
化
す
る
と
と
も
に
予

見
可
能
性
を
高
め
る
方
向
で
大
幅
に
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
六
年
指
針
に
基
づ
い
た
算
定
方
法
を
採
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
欧
州
委
員
会
の
課
す
制
裁
金
額
は
急
騰
し
、
二
〇
〇

八
年
のCar G

lass

事
件（（
（

で
は
総
額
一
三
億
ユ
ー
ロ
、
二
〇
〇

九
年
のG

as
事
件（6
（

で
は
総
額
一
一
億
ユ
ー
ロ
を
超
え
る
制
裁

　
　
　

報
告
一

Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
制
裁
金
算
定
の
理
論
と
実
務広
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修
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金
が
課
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
れ
に
対
し
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、

何
故
Ｅ
Ｕ
で
こ
の
よ
う
な
巨
額
の
制
裁
金
が
課
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
の
か
を
十
分
に
理
解
し
な
い
ま
ま
、
二
〇
〇
六
年
指
針
に

基
づ
く
欧
州
委
員
会
の
裁
量
が
広
範
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
形

式
的
に
批
判
す
る
向
き
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
裁
判
所（7
（

が
欧
州
委

員
会
の
裁
量
を
ほ
と
ん
ど
問
題
と
し
て
き
て
い
な
い
こ
と
の
背

景
に
は
、
従
前
か
ら
の
欧
州
委
員
会
の
法
執
行
に
よ
る
適
切
な

事
例
の
積
み
上
げ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
記

述
だ
け
で
無
秩
序
に
批
判
す
る
の
は
適
当
と
は
言
え
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
制
裁
金
の
算

定
方
法
を
定
め
た
二
〇
〇
六
年
指
針
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
欧

州
委
員
会
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
の
運
用

実
務
に
は
ど
の
よ
う
な
理
論
的
背
景
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
我

が
国
独
占
禁
止
法
の
理
論
と
実
務
を
踏
ま
え
な
が
ら
検
討
を

行
っ
て
み
た
い
。

　
二
　
欧
州
委
員
会
に
お
け
る
制
裁
金
算
定
の
方
法

　

Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
制
裁
金
制
度
は
、
違
反
事
業
者
へ
の

制
裁
（
特
別
予
防
（
を
目
的
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
一
般

的
に
、
違
反
行
為
を
行
う
他
の
事
業
者
に
対
す
る
抑
止
力
（
一

般
予
防
（
を
も
目
的
と
し
て
い
る（8
（

。
こ
の
目
的
に
関
し
て
は
、

欧
州
司
法
裁
判
所
（
Ｅ
Ｃ
Ｊ
（
が
一
九
七
〇
年
代
か
ら
複
数
の

判
決
に
お
い
て
同
調
す
る
考
え
を
示
し
て
お
り
、
確
立
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
我
が
国
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
課
徴
金
制

度
が
、
カ
ル
テ
ル
の
摘
発
に
伴
う
不
利
益
を
増
大
さ
せ
て
そ
の

経
済
的
誘
因
を
小
さ
く
し
、
カ
ル
テ
ル
の
予
防
効
果
を
強
化
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
カ
ル
テ
ル
禁
止
の
実
効
性
確
保
の
た

め
の
行
政
上
の
措
置
と
し
て
機
動
的
に
発
動
で
き
る
よ
う
に
し

た
も
の
（
最
判
平
成
一
七
年
九
月
一
三
日
民
集
五
九
巻
七
号
一
九

五
〇
頁
（
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
違
反
事
業

者
へ
の
制
裁
を
第
一
義
的
な
目
的
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
異

な
る（（
（

。

　

二
〇
〇
六
年
指
針
は
、
制
裁
金
の
算
定
方
法
を
二
段
階
に
区

別
し
て
お
り
、
第
一
段
階
で
基
礎
額
（basic am

ount

（
を
決

定
し
、
第
二
段
階
で
違
反
行
為
の
態
様
等
を
考
慮
し
て
加
減
算

を
行
う
と
し
て
い
る
。
第
一
段
階
は
、
原
則
と
し
て
、
違
反
行

為
の
対
象
商
品
の
売
上
額
に
算
定
率
と
違
反
行
為
期
間
を
掛
け

合
わ
せ
る
と
い
う
手
法
で
基
礎
額
を
算
定
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
第
二
段
階
で
は
、
主
導
的
役
割
を
担
っ
た
違
反
事
業
者

の
基
礎
額
を
加
算
し
、
欧
州
委
員
会
に
調
査
協
力
を
行
っ
た
違

反
事
業
者
の
基
礎
額
を
減
算
す
る
な
ど
、
違
反
行
為
態
様
に
応
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じ
た
加
減
算
調
整
と
と
も
に
、
制
裁
金
額
が
事
業
者
の
総
売
上

額
の
一
〇
％
と
い
う
法
定
上
限
を
超
え
な
い
か
な
ど
の
最
終
調

整
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度（（（
（

に
基
づ
く
減

免
適
用
を
経
て
、
制
裁
金
額
が
決
定
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て

い
る
（
制
裁
金
制
度
の
各
段
階
に
お
け
る
算
定
手
法
の
概
要
は
表

の
と
お
り
で
あ
る
（。
な
お
、
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
と
は
、
違
反

行
為
者
が
自
発
的
に
違
反
行
為
を
申
告
し
、
証
拠
等
を
欧
州
委

員
会
に
提
出
す
る
な
ど
の
全
面
的
な
調
査
協
力
を
行
っ
た
場
合

に
制
裁
金
額
を
免
除
又
は
減
額
す
る
こ
と
を
定
め
た
制
度
で
あ

り
、
欧
州
委
員
会
に
お
け
る
事
件
審
査
に
お
い
て
非
常
に
重
要

な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。

　

以
下
で
は
、
二
〇
〇
六
年
指
針
に
示
さ
れ
た
各
段
階
に
お
け

る
制
裁
金
額
決
定
要
素
に
関
し
、
実
際
の
事
件
に
お
い
て
問
題

と
な
っ
た
諸
論
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

　
⑴
　
算
定
率
の
水
準
と
そ
の
考
慮
要
素

　

二
〇
〇
六
年
指
針
で
は
、
売
上
額
に
乗
じ
ら
れ
る
算
定
率
は

三
〇
％
を
上
限
と
し
、
違
反
行
為
の
重
大
性
（
違
反
行
為
類
型
、

違
反
行
為
者
の
市
場
シ
ェ
ア
の
合
計
値
、
違
反
行
為
の
地
理
的
範
囲
、

実
施
行
為
の
有
無
等
（
が
考
慮
さ
れ
た
上
で
決
定
さ
れ
る（（（
（

。
そ

こ
で
は
、
価
格
カ
ル
テ
ル
、
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
、
生
産
数
量

カ
ル
テ
ル
等
の
ハ
ー
ド
コ
ア
・
カ
ル
テ
ル
は
、
違
反
行
為
の
性

質
か
ら
し
て
最
も
悪
質
か
つ
重
大
な
競
争
制
限
行
為
で
あ
る
か

ら
、
通
常
、
上
限
の
三
〇
％
と
な
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
六
年
指
針
の
こ
の
記
載
だ
け
を
見
れ
ば
、
我
が
国
に

お
け
る
ハ
ー
ド
コ
ア
・
カ
ル
テ
ル
に
対
す
る
課
徴
金
算
定
率
が

原
則
一
〇
％
（
小
売
業
は
三
％
、
卸
売
業
は
二
％
（
で
あ
る
こ
と

と
比
較
し
て
、
非
常
に
高
い
水
準
に
算
定
率
が
設
定
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
欧
州
委
員
会
の
法

執
行
を
見
て
み
る
と
、
ハ
ー
ド
コ
ア
・
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
も

一
五
〜
一
八
％
の
間
で
算
定
率
が
決
定
さ
れ
る
の
が
一
般
的
と

な
っ
て
い
る
。
全
世
界
の
需
要
者
を
対
象
に
価
格
カ
ル
テ
ル
及

び
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
、
極
め

て
悪
質
な
競
争
制
限
事
件
で
あ
るM

arine H
oses

事
件
に
お

い
て
も
、
算
定
率
は
二
五
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た（（（
（

（
こ
の
算
定
率

は
過
去
最
大
で
あ
る
（。
二
〇
〇
六
年
指
針
の
記
載
と
法
執
行
実

務
と
の
間
に
大
き
な
差
異
が
見
ら
れ
る
た
め
、
算
定
率
の
水
準

の
是
非
を
論
じ
る
上
で
は
、
こ
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

な
お
、
カ
ル
テ
ル
以
外
で
は
、
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
と

な
っ
たIntel

事
件（（（
（

が
五
％
の
算
定
率
で
あ
っ
た
（
こ
れ
は
、

こ
れ
ま
で
の
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
事
件
の
中
で
最
も
高
い
算
定

率
で
あ
る
（。
我
が
国
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
同
様
の
違
反
行
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表　2006 年指針に基づく制裁金算定手法の概要

基礎額（Basic Amount of the Fine）

売上額
欧州経済圏（EEA）内において違反行為と直接的又は間接的に関係する商品・
役務の売上額（違反行為期間における最終事業年度の売上額）を基礎とする。（指
針第 1（ 段落）

算定率 原則 （0％を上限として決定する。（指針第 21 段落）

違反行為期間 違反行為年数（6 か月未満の場合は 0.（ 年に換算、6 か月から 1 年未満は 1 年に
換算）ごとに最大 100％を加算する。（指針第 24 段落）

エントリーフィー ハードコア・カルテルの場合には、以上の算定値に前年度売上額の 1（%〜 2（％
を加算する。（指針第 2（ 段落）

加減算事由（Aggravating and Mitigating Circumstances）

加算事由

次の場合には、行為態様に応じて基礎額に加算することができる。（指針第 28
段落）
• 類似の違反行為を反復・継続していた場合（違反歴 1 件ごとに最大 100％を

加算）
• 欧州委員会の事件調査を妨害したり、協力拒否した場合
• 違反行為への参加を強制したり、離脱を妨害した場合
• カルテル破りをした者への報復措置などが行われた場合

減算事由

次の場合には、行為態様に応じて基礎額に減算することができる。（指針第 2（
段落）
• 事業者の単独行為について、欧州委員会の調査開始後すみやかに違反行為を

中止した場合
• 違反行為が過失により起こったことを立証できる場合
• 違反行為に協力せざるを得なかったが、カルテル合意を実施しなかったなど、

実質的にみて限定的な関与に留まっている場合
• リニエンシー制度外の効果的な協力があった場合
• 被害者への損害賠償が行われている場合
• 自然人実行行為者に制裁が科されている場合
• 弁護士の法的アドバイスに基づいて行っていた場合

抑止力の維持 違反行為者の総売上額に比べて違反対象商品の売上額が小さすぎるなどの場合
には、十分な抑止効果を持たせるため、増額することができる。（指針第 （0 段落）

不当利得 違反行為による経済的利得が算定できる場合には、この額を超える水準まで増
額することができる。（指針第 （1 段落）

法定上限 制裁金額が事業者の総売上額の 10％を超える場合には、10％にまで減額される。
（指針第 （2 段落）

支払能力不足 事業者が存続不可能な程度にまで資産価値を失わせることになると客観的に立
証できる場合には、減額することができる。（指針第 （（ 段落）
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為
で
あ
る
排
除
型
私
的
独
占
に
対
し
て
課
さ
れ
る
課
徴
金
の
算

定
率
は
原
則
六
％
（
独
占
禁
止
法
七
条
の
二
第
四
項
（
で
あ
る
こ

と
と
比
較
し
て
、
制
裁
金
の
算
定
率
は
ほ
ぼ
同
水
準
に
な
っ
て

お
り
、
二
〇
〇
六
年
指
針
が
、
課
徴
金
算
定
手
法
と
同
様
、
影

響
を
及
ぼ
し
た
市
場
に
お
け
る
売
上
額
と
違
反
行
為
期
間
に
左

右
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
両
者
は
そ
れ
な
り
に
整
合
的
で

あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
⑵
　
違
反
行
為
期
間
と
エ
ン
ト
リ
ー
フ
ィ
ー

　

一
九
九
八
年
指
針
で
は
、
違
反
行
為
期
間
が
一
年
を
超
え
る

場
合
、
超
過
年
数
ご
と
に
一
〇
％
が
加
算
さ
れ
る
算
定
方
法
で

あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
二
〇
〇
六
年
指
針
で
超
過
年
数
ご

と
に
最
大
一
〇
〇
％
が
加
算
さ
れ
る
と
し
た
の
は
、
抑
止
力
強

化
を
目
的
と
し
た
二
〇
〇
六
年
指
針
に
お
け
る
重
要
な
変
更
点

で
あ
る（（（
（

。
違
反
行
為
期
間
の
算
定
は
、
半
年
に
満
た
な
い
場
合

を
〇
・
五
年
と
し
て
、
半
年
以
上
の
場
合
を
一
年
と
し
て
違
反

行
為
期
間
を
年
数
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
た
上
で
、
一
年
当
た
り

の
加
算
額
が
決
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
違
反
行
為
期
間
を
年
数

で
把
握
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
場
合
に
は
、
月
数
で
把
握
し
て

加
算
額
を
決
定
す
る
こ
と
も
あ
る（（（
（

。

　

エ
ン
ト
リ
ー
フ
ィ
ー
（entry fee

（
と
は
、
二
〇
〇
六
年
指

針
に
お
け
る
新
設
項
目
の
一
つ
で
あ
り
、
一
度
き
り
の
談
合
の

よ
う
に
、
違
反
行
為
の
重
大
性
を
違
反
行
為
期
間
で
は
捉
え
き

れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
適
切
な
抑
止
力
を
維
持
す
る
た
め
に

設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
加
算
額
は
、
違
反
事
業
者
の

前
年
度
売
上
額
の
一
五
〜
二
五
％
の
間
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
算
定
率
を
決
定
す
る
際
に
考
慮
さ
れ

た
違
反
行
為
の
重
大
性
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
な
る（（（
（

。
エ
ン
ト

リ
ー
フ
ィ
ー
は
、
特
定
の
事
件
に
お
け
る
各
違
反
行
為
者
に
対

し
て
は
同
じ
水
準
が
適
用
さ
れ
る
の
が
典
型
と
考
え
ら
れ
て
い

る
（
（（
（

。
　
⑶
　
加
算
事
由

　

加
算
事
由
の
う
ち
、
繰
り
返
し
違
反
行
為
を
行
っ
た
者
に
対

す
る
加
算
は
、
我
が
国
独
占
禁
止
法
で
も
同
様
の
規
定
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
（
独
占
禁
止
法
七
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
課

徴
金
算
定
率
が
五
〇
％
割
り
増
し
さ
れ
る
（。
違
反
行
為
を
繰
り

返
し
た
事
実
は
、
一
九
九
八
年
指
針
で
は
必
要
的
加
算
事
由
と

は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
繰
り
返
し
違
反
し
て
い
た

V
itam

ins

事
件
（
二
〇
〇
一
年（

（（
（

（
のH

offm
ann La-Roche

社
やRhone Poulenc

社
に
対
し
て
は
、
算
定
し
た
制
裁
金

額
が
既
に
十
分
な
抑
止
力
を
確
保
で
き
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
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繰
り
返
し
違
反
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
た
増
額
は
さ
れ
な

か
っ
た
。

　

二
〇
〇
六
年
指
針
で
は
、
繰
り
返
し
違
反
の
場
合
に
は
最
大

一
〇
〇
％
の
加
算
と
す
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に

は
三
〇
〜
五
〇
％
の
加
算
に
留
ま
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い

る
（
（（
（

。
し
か
し
、
九
〇
％
の
加
算
が
さ
れ
たSodium

 Chlorate

事
件（（（
（

や
上
限
の
一
〇
〇
％
加
算
が
さ
れ
たCalcium

 Carbide

事
件（（（
（

も
あ
る
。
繰
り
返
し
違
反
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
基
礎

額
の
算
定
段
階
に
お
け
る
算
定
率
の
決
定
場
面
で
も
違
反
行
為

の
重
大
性
の
文
脈
で
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
制
裁
金

額
の
増
額
要
因
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　

加
算
事
由
の
一
つ
で
あ
る
調
査
妨
害
に
対
し
て
は
、
二
五
％

の
加
算
例
と
し
て
、G

raphite E
lectrodes

事
件（（（
（

やN
intendo

事
件（（（
（

な
ど
の
例
が
あ
る
。
ま
た
、
主
導
的
役
割
が
認
定
さ
れ
た

事
件
で
は
、二
五
％（G

reek Ferries

事
件（

（（
（

（か
ら
八
五
％（G

raphite 
E

lectrodes

事
件
（
ま
で
加
算
事
例
が
多
数
存
在
す
る
が
、
そ

の
多
く
は
一
九
九
八
年
指
針
の
も
と
で
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
六
年
指
針
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た

Candle W
axes

事
件（（（
（

で
は
五
〇
％
の
加
算
、M

arine H
oses

事
件
で
は
三
〇
％
の
加
算
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

二
〇
〇
六
年
指
針
の
採
用
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
一
九
九
八
年
指

針
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
我
が
国
で
は

主
導
的
役
割
を
担
っ
た
違
反
事
業
者
に
は
一
律
五
〇
％
が
加
算

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
Ｅ
Ｕ
で
は
繰
り
返
し
違
反
の
場
合
の

よ
う
に
加
算
率
の
上
限
も
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
欧
州
委
員
会

の
裁
量
で
決
定
さ
れ
る
部
分
が
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
比
較
す

る
と
、
具
体
的
事
例
に
お
い
て
加
算
率
の
多
寡
を
法
的
論
点
と

す
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
調
査
妨
害
や
主
導
的

役
割
に
関
す
る
加
算
は
、
過
去
の
事
例
と
比
較
し
て
論
ず
る
こ

と
で
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
一
般
法
理
で
あ
る
平
等
原
則
（principle 

of equal treatm
ent

（
（（
（

（
や
比
例
原
則
（principle of proportion-

ality

（
（（
（

（
の
問
題
と
し
て
裁
量
権
の
踰
越
濫
用
を
争
う
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。

　

な
お
、
報
復
措
置
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
三
〇
％
の

加
算
例
と
し
てFrench Beef

事
件（（（
（

、
同
様
に
二
〇
％
の
加
算

例
と
し
てVolksw

agen

事
件（（（
（

な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
事
例

も
一
九
九
八
年
指
針
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
指

針
に
基
づ
い
て
報
復
措
置
に
よ
る
加
算
が
あ
っ
た
事
例
は
、
現

在
の
と
こ
ろ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

調
査
開
始
後
も
違
反
行
為
を
継
続
し
て
い
た
と
し
て
六
〇
％
が

加
算
さ
れ
た
例
と
し
て
、Fittings

事
件（（（
（

が
あ
る
。
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⑷
　
減
算
事
由

　

減
算
事
由
の
う
ち
、
違
反
行
為
の
即
時
中
止
に
つ
い
て
は
、

一
九
九
八
年
指
針
で
は
特
に
限
定
な
く
減
算
事
由
と
さ
れ
て
い

た
と
こ
ろ
、
実
際
に
も
カ
ル
テ
ル
等
の
共
同
に
よ
る
競
争
制
限

行
為
に
つ
い
て
も
減
額
適
用
さ
れ
て
き
た（（（
（

。
し
か
し
、
裁
判
所

に
よ
る
度
重
な
る
厳
格
化
の
要
請
を
受
け
て
、
二
〇
〇
六
年
指

針
で
は
ハ
ー
ド
コ
ア
・
カ
ル
テ
ル
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
が
明

記
さ
れ
た（（（
（

。
こ
の
点
、
我
が
国
の
課
徴
金
制
度
に
お
い
て
は
、

調
査
開
始
前
に
カ
ル
テ
ル
行
為
を
や
め
た
場
合
に
は
、
一
定
の

条
件
の
下
で
二
〇
％
の
減
額
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

（
独
占
禁
止
法
七
条
の
二
第
六
項
（。
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
、
欧
州
委

員
会
に
よ
る
調
査
開
始
前
の
自
発
的
中
止
も
減
額
対
象
と
す
べ

き
旨
が
主
張
さ
れ
た
が
、
減
算
事
由
が
調
査
開
始
後
の
即
時
中

止
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
調
査
開
始
前
の
離
脱
は
違
反
行

為
期
間
が
短
く
な
る
こ
と
で
算
定
額
が
少
な
く
な
る
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
が
既
に
生
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
な
い（（（
（

。
我
が
国
に
お
け
る
早
期
離
脱
に
基
づ
く
課
徴
金
減
額

も
同
様
の
メ
リ
ッ
ト
が
想
定
で
き
る
た
め
、
そ
の
合
理
的
論
拠

が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

過
失
に
関
す
る
減
算
事
由
は
、
制
裁
金
賦
課
の
可
否
段
階
に

お
い
て
、
故
意
に
よ
る
違
反
行
為
か
過
失
に
よ
る
違
反
行
為
か

の
判
断
を
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
設
計
し
た
結
果
、
過
失
に
よ
る

違
反
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
特
に
立
証
さ
れ
た
場
合
に
制
裁
金

を
減
額
す
る
か
た
ち
で
配
慮
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ハ
ー
ド
コ
ア
・
カ
ル
テ
ル
の
よ
う
な
共
同
行
為
が
過

失
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
想
定
し
難
い
た
め
、
二
〇
〇
六

年
指
針
で
は
明
示
的
に
除
外
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
そ
の
他
の
違
反
行

為
類
型
に
お
い
て
も
、
違
反
行
為
の
重
大
性
判
断
に
お
い
て
過

失
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
た
め
、

こ
の
減
算
事
由
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
過
失
に

よ
る
減
額
が
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
るA

kzo

事
件
で
は
、
不

当
廉
売
と
い
う
濫
用
行
為
類
型
は
競
争
法
の
違
反
射
程
を
明
確

に
画
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
法
規
制
分
野
に
属
す
る
と
し
て
減

算
が
認
め
ら
れ
た（（（
（

の
で
あ
っ
て
、
本
件
違
反
行
為
が
過
失
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
特
に
立
証
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

違
反
行
為
に
お
け
る
従
属
的
役
割
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

二
〇
〇
六
年
指
針
上
、「
実
質
的
に
限
定
的
（substantially lim

-
ited

（」
な
違
反
行
為
参
加
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る（（（
（

。

一
九
九
八
年
指
針
で
は
、
全
く
の
受
け
身
（exclusively pas-

sive
（
で
あ
る
か
、
追
随
者
（follow

 m
y leader

（
で
あ
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
が
、
カ
ル
テ
ル
価
格
に
追
随
し
た
違
反
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事
業
者
は
カ
ル
テ
ル
の
恩
恵
を
受
け
て
お
り
、
減
算
事
由
と
し

て
認
め
る
に
は
、
単
な
る
機
会
主
義
的
行
動
を
超
え
て
限
定
的

な
関
与
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る（（（
（

。
す
な

わ
ち
、「
実
質
的
に
限
定
的
」
と
の
文
言
に
該
当
す
る
に
は
、

カ
ル
テ
ル
会
合
に
参
加
し
て
い
な
い
と
い
っ
た
形
式
面
で
受
け

身
状
態
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
他
の
違
反
行
為
者
の
目
的

や
決
定
に
反
す
る
行
動
を
は
っ
き
り
と
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る

と
解
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
一
〇
％
の
減
算
が
認
め
ら

れ
たA

irfreight

事
件（（（
（

を
除
き
、
多
く
の
事
件
に
お
い
て
二
〇

〇
六
年
指
針
の
当
該
要
件
が
高
い
ハ
ー
ド
ル
と
な
っ
て
減
算
は

認
め
ら
れ
て
き
て
い
な
い
（
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
厳
格
に
解
し

な
い
例
外
も
な
い
わ
け
で
は
な
い（

（（
（

（。

　

調
査
協
力
に
基
づ
く
減
額
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
テ
ル
事
件
に

お
け
る
五
〇
％
の
減
額
事
例
と
し
てItalian R

aw
 T

obacco

事
件（（（
（

が
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
に
お
け
るD

eltafina
社
は
、

当
時
の
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度（（（
（

に
基
づ
く
減
免
申
請
を
行
っ
て
い

た
が
、
欧
州
委
員
会
の
調
査
開
始
前
に
カ
ル
テ
ル
参
加
者
に
減

免
申
請
の
事
実
を
漏
ら
し
た
た
め
、
結
果
と
し
て
リ
ニ
エ
ン

シ
ー
制
度
に
基
づ
き
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
を

失
っ
た
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
鑑
み
て
も
、
こ
の
減
算
事
由

が
設
け
ら
れ
た
本
来
の
趣
旨
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
利
用
さ
れ

た
、
特
異
な
事
例
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
他
方
、
リ
ニ
エ
ン

シ
ー
制
度
の
適
用
が
な
い
垂
直
的
制
限
が
問
題
と
な
っ
た
事
件

に
関
し
て
は
、
欧
州
委
員
会
の
調
査
開
始
後
に
違
反
行
為
に
関

す
る
決
定
的
文
書
を
提
供
し
たJohn M

enzies

社
（N

intendo

社
の
英
国
に
お
け
る
販
売
代
理
店
（
に
四
〇
％
の
減
算
が
与
え
ら

れ
たN

intendo

事
件（（（
（

が
あ
る
。

　

な
お
、
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
や
自

然
人
実
行
行
為
者
に
制
裁
が
科
さ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
も
減
額

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
裁
判
所

は
、
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
や
個
人
へ
の
制
裁
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
自
体
が
本
来
的
に
は
減
額
事
由
を
構
成
す
る
こ
と
は
な

い
と
し
て
い
る（（（
（

。
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
、
損
害
賠
償
が
先
行
す
る

こ
と
は
多
く
な
く
、
個
人
に
対
す
る
刑
事
罰
を
科
す
国
も
限
定

的
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
元
々
こ
れ
ら
の
事
情
が
減
額
事

由
と
な
り
得
る
場
面
は
限
ら
れ
て
い
る
。
裁
判
所
の
見
解
は
、

こ
の
よ
う
な
場
面
で
の
適
用
を
だ
め
押
し
的
に
否
定
す
る
も
の

と
言
え
よ
う
。

　
⑸
　
最
終
的
な
調
整
要
因

　

Liquid Crystal Displays (LCD)

事
件
に
お
け
るSam

sung

社
は
、
七
六
〇
億
ユ
ー
ロ
も
の
年
間
総
売
上
額
に
対
し
て
欧
州
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経
済
圏
（
Ｅ
Ｅ
Ａ
（
内
の
売
上
額
が
小
さ
す
ぎ
た
こ
と
か
ら
、

制
裁
金
の
抑
止
力
を
保
持
す
る
た
め
に
二
〇
％
の
加
算
が
さ
れ

た
（
た
だ
し
、Sam

sung

社
は
欧
州
委
員
会
の
調
査
開
始
前
に
減

免
申
請
を
行
っ
て
お
り
、
最
終
的
に
制
裁
金
は
全
額
免
除
さ
れ
て
い

る
（
（（
（

（。
こ
の
よ
う
な
違
反
行
為
に
直
接
付
随
し
な
い
事
由
に

よ
っ
て
一
方
的
な
加
算
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま

で
の
算
定
方
法
が
無
に
帰
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
湧

く
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
欧
州
委
員
会
に
制
裁
金

額
に
関
す
る
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
競
争
法
を
遵
守
さ

せ
る
た
め
に
直
接
企
業
行
動
に
働
き
か
け
る
た
め
で
あ
る
と
し

て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
裁
量
で
あ
っ
て
も
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ

て
い
る（（（
（

。

　

ま
た
、
違
反
行
為
に
よ
っ
て
得
た
不
当
な
経
済
的
利
得
額
と

比
し
て
制
裁
金
額
が
低
い
と
言
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な

事
情
も
増
額
要
因
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
が
、
二
〇
〇
六
年
指
針

に
お
い
て
適
用
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

カ
ル
テ
ル
に
お
い
て
算
定
率
上
限
で
あ
る
三
〇
％
を
超
え
る
超

過
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ま
れ
で
あ
る
と
し
て
、
増

額
適
用
に
対
す
る
批
判
も
あ
る（（（
（

。

　

以
上
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
制
裁
金
額
が
法
定
上
限
で
あ
る
事

業
者
の
総
売
上
額
の
一
〇
％
を
超
え
る
場
合
に
は
、
一
〇
％
ま

で
減
額
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
適
用
事
例
は
多
く
な
い
。

そ
の
原
因
の
一
つ
に
、
こ
こ
で
い
う
「
事
業
者
」（under taking

（

と
は
、
カ
ル
テ
ル
合
意
を
実
施
し
た
企
業
に
決
定
的
影
響
力

（decisive influence

（
を
及
ぼ
し
得
る
最
終
親
会
社
を
頂
点
と

し
た
企
業
グ
ル
ー
プ
全
体
を
指
す
と
す
る
Ｅ
Ｕ
独
自
の
運
用
が

あ
る（（（
（

。
こ
れ
に
加
え
、
こ
こ
で
い
う
「
総
売
上
額
」（total 

turnover

（
と
は
、
違
反
行
為
の
対
象
商
品
以
外
の
売
上
額
を

含
み
、
そ
の
地
理
的
範
囲
も
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
に
留
ま
ら
ず
、
全
世
界

に
お
け
る
売
上
額
を
指
す
と
さ
れ
る（（（
（

。
ま
た
、
社
会
的
事
実
と

し
て
は
一
つ
の
カ
ル
テ
ル
合
意
で
あ
っ
て
も
、
商
品
の
代
替
性

等
か
ら
複
数
の
独
立
市
場
に
影
響
を
与
え
る
と
し
て
、
複
数
の

違
反
行
為
が
構
成
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合

で
も
、
違
反
行
為
ご
と
に
制
裁
金
が
算
定
さ
れ
る
た
め
、
一

〇
％
の
上
限
が
適
用
さ
れ
る
の
も
違
反
行
為
ご
と
で
あ
り
、
制

裁
金
の
合
計
額
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
は
な
い（（（
（

。
結
果
と
し
て
、

制
裁
金
額
の
法
定
上
限
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

中
小
企
業
を
は
じ
め
と
す
る
、
事
業
活
動
範
囲
が
狭
く
単
一
製

品
を
取
り
扱
う
企
業
が
必
然
的
に
多
く
な
る
こ
と
に
な
る（（（
（

。
我

が
国
の
課
徴
金
算
定
に
お
い
て
は
、
主
に
政
策
的
配
慮
か
ら
中

小
企
業
に
対
し
て
は
軽
減
算
定
率
（
独
占
禁
止
法
七
条
の
二
第

五
項
。
六
〇
％
減
額
に
相
当
（
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ
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で
は
全
く
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
中
小
企
業
に
過
度
な
負
担

と
な
ら
な
い
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

　

最
後
に
、
支
払
能
力
不
足
が
考
慮
さ
れ
減
額
さ
れ
た
事
例
と

し
て
、H

eat Stabilizers

事
件（（（
（

、Bathroom
 Fittings

事
件（（（
（

、

Pre-stressing Steel

事
件（（（
（

、A
nim

al Feed Phosphates

事

件
（
（（
（

な
ど
が
あ
り
、
近
年
に
お
い
て
規
定
の
適
用
が
多
発
し
て
い

る
状
況
に
あ
る
。
支
払
能
力
の
有
無
を
い
か
な
る
基
準
か
ら
考

慮
し
、
ど
の
程
度
の
減
額
に
繫
げ
る
か
は
、
平
等
原
則
や
比
例

原
則
と
も
関
係
す
る
論
点
で
あ
り
、
先
例
に
よ
る
蓄
積
が
待
た

れ
る
。

　
三
　「
売
上
額
」
概
念
を
め
ぐ
る
諸
論
点
と
我
が
国
の
課
徴

金
制
度

　

二
〇
〇
六
年
指
針
で
採
用
さ
れ
た
算
定
方
法
の
中
で
、
制
裁

金
額
の
決
定
に
お
い
て
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
「
売

上
額
」（value of sales

（
の
概
念
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
指
針

で
は
、
違
反
行
為
の
重
大
性
に
基
づ
い
て
直
接
基
礎
額
を
決
定

し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
六
年
指
針
に
お
い
て
は
、
欧
州
経
済
圏

（
Ｅ
Ｅ
Ａ
（
内
に
お
い
て
違
反
行
為
と
直
接
的
又
は
間
接
的
に

関
係
す
る
商
品
・
役
務
の
売
上
額
（
違
反
行
為
期
間
に
お
け
る

最
終
事
業
年
度
の
売
上
額
（
に
算
定
率
を
乗
じ
た
額
を
基
礎
額

と
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る（（（
（

。

　

違
反
行
為
に
係
る
商
品
・
役
務
の
売
上
額
を
基
礎
に
し
て
制

裁
金
額
を
算
定
す
る
と
い
う
手
法
は
、
我
が
国
独
占
禁
止
法
に

お
け
る
課
徴
金
算
定
手
法
と
同
様
で
あ
り
、
違
反
行
為
の
経
済

的
重
大
性
と
違
反
事
業
者
の
違
反
行
為
へ
の
影
響
力
（
寄
与

度
（
を
表
し
て
い
る
点
で
「
売
上
額
」
は
適
切
な
指
標
で
あ
る

と
い
え
る（（（
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
売
上
額
」
と
は
何
を
意

味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
指
針
の
策
定
に
よ
っ

て
初
め
て
登
場
し
た
論
点
で
あ
り
、
そ
の
文
言
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
争
い
が
あ
る
。

　
⑴
　
商
品
範
囲
か
ら
見
た
関
連
売
上
額
の
概
念

　

International R
em

oval Services

事
件（（（
（

で
は
、
競
争
制

限
が
生
じ
た
市
場
に
お
け
る
違
反
事
業
者
の
取
引
全
て
が
算
定

対
象
と
な
る
の
で
は
な
い
と
し
て
問
題
と
な
っ
た
。
欧
州
委
員

会
は
、
制
裁
金
の
算
定
段
階
で
、
①
契
約
手
続
が
異
な
り
、
カ

ル
テ
ル
合
意
で
は
実
施
不
可
能
な
取
引
の
売
上
額
、
②
最
終
需

要
者
の
支
払
価
額
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
下
請
業
務
の
売

上
額
に
つ
い
て
は
、
制
裁
金
算
定
対
象
と
な
る
売
上
額
か
ら
除

外
さ
れ
る
と
し
て
決
定
を
行
っ
た（（（
（

。
原
告
は
、「
売
上
額
」
の

概
念
を
よ
り
狭
く
捉
え
、
カ
ル
テ
ル
合
意
の
対
象
と
な
っ
て
い
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な
い
取
引
は
す
べ
か
ら
く
売
上
額
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
で
な
い

と
主
張
し
た
が
、
裁
判
所
は
、
こ
の
主
張
を
棄
却
す
る
判
決
を

下
し
て
い
る（（（
（

。

　

ま
た
、Bathroom

 Fittings

事
件
で
は
、
特
製
品
は
カ
ル

テ
ル
合
意
の
対
象
外
で
あ
っ
て
売
上
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
判
断
が
迫
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
欧
州
委
員
会
は
、
理
事
会
規
則
の
文
言

が
間
接
的
に
関
係
す
る
商
品
の
売
上
額
も
算
入
す
る
規
定
と

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
で
は
違
反
行
為
の
対
象
と
な
っ
た

価
格
を
基
準
に
し
て
特
製
品
の
価
格
が
決
定
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
と
し
て
、
特
製
品
の
売
上
額
も
算
定
基
礎
と
す
る
判
断
を

行
っ
た（（（
（

。

　

同
様
の
問
題
は
、
我
が
国
の
課
徴
金
制
度
に
お
い
て
も
発
生

し
て
い
る
。
課
徴
金
制
度
は
算
定
基
準
が
明
確
で
算
定
が
容
易

で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
行
政
上
の
措
置
（
前
掲
最
判
平
成

一
七
年
九
月
一
三
日
（
で
あ
る
た
め
、
違
反
行
為
の
対
象
商
品

の
範
疇
に
属
す
る
商
品
で
あ
れ
ば
、
違
反
行
為
の
対
象
か
ら
あ

え
て
除
外
し
た
こ
と
と
同
視
し
得
る
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ

な
い
限
り
、
そ
の
売
上
額
は
全
て
算
定
の
基
礎
と
な
る
と
推
定

さ
れ
る
と
す
る
判
断
枠
組
み
が
と
ら
れ
て
い
る（（（
（

。
我
が
国
で
は
、

こ
こ
で
言
う
「
違
反
行
為
の
対
象
商
品
」
に
該
当
す
る
か
と
い

う
形
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
違
反
行
為
に
基
づ
く
不
当
な

経
済
的
利
得
が
観
念
さ
れ
る
商
品
の
売
上
額
に
つ
い
て
、
こ
れ

を
算
定
対
象
か
ら
一
律
に
除
外
す
る
こ
と
は
、
適
切
な
抑
止
力

を
確
保
す
る
目
的
か
ら
適
当
と
は
言
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、

課
徴
金
算
定
段
階
で
は
非
裁
量
か
つ
硬
直
的
な
運
用
し
か
行
い

得
な
い
と
の
問
題
意
識
が
あ
り
、「
対
象
商
品
」
と
の
文
言
を

拡
大
解
釈
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
強
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
へ

の
対
応
策
と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
カ
ル
テ
ル
合
意
の

認
定
段
階
で
柔
軟
に
違
反
対
象
商
品
を
広
げ
る
こ
と
で
実
体
法

上
処
理
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
形
式
的
に

は
カ
ル
テ
ル
合
意
の
対
象
外
の
商
品
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
商
品

の
価
格
が
カ
ル
テ
ル
対
象
商
品
の
価
格
を
基
準
に
し
て
決
定
さ

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
質
的
に
は
カ
ル
テ
ル
合
意
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
も
の
と
各
事
業
者
は
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る

と
し
て
、
合
意
の
対
象
商
品
に
含
め
て
「
違
反
行
為
」
を
認
定

す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
原
材
料
を
除
い
た
部
分
に
つ
い
て
カ
ル
テ
ル
が
行

わ
れ
た
場
合
の
売
上
額
の
捉
え
方
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ

るCopper Industrial T
ubes

事
件
で
は
、
原
材
料
費
が
最

終
製
品
の
価
格
の
重
要
な
部
分
を
占
め
る
と
し
て
も
、
原
材
料

費
が
最
終
製
品
の
売
上
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
理
由
に
は
な
ら
な
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い
旨
が
判
示
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
独
占
禁
止

法
七
条
の
二
所
定
の
「
売
上
額
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
事
業

者
の
事
業
活
動
か
ら
生
ず
る
収
益
か
ら
費
用
を
差
し
引
く
前
の

数
値
を
意
味
す
る
と
の
解
釈（（（
（

が
固
ま
っ
て
お
り
、
日
欧
で
同
様

の
理
論
構
成
か
ら
同
じ
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑵
　
管
轄
域
内
に
お
け
る
関
連
売
上
額
の
概
念

　

国
際
カ
ル
テ
ル
事
件
等
の
行
為
の
影
響
が
特
定
地
域
に
限
ら

れ
な
い
事
件
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
指
針
に
お
い
て
売
上

額
が
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
に
お
い
て
関
連
す
る
も
の
に
限
定
し
て
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
味
す
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
解
釈

上
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、Intel

事
件
で
は
Ｃ
Ｐ
Ｕ
が
違
反
対
象
商
品
で

あ
っ
た
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｕ
は
主
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
搭
載
さ
れ
た
上

で
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
に
所
在
す
る
需
要
者
に
販
売
さ
れ
て
い
る
た
め
、

そ
の
売
上
額
が
把
握
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
最
終

的
に
、
欧
州
委
員
会
は
、
こ
の
売
上
額
よ
り
も
低
い
数
字
と
な

る
こ
と
を
理
由
に
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
に
所
在
す
る
企
業
が
発
注
し
た

分
の
Ｃ
Ｐ
Ｕ
の
売
上
額
を
用
い
て
基
礎
額
と
し
て
い
る（（（
（

。

　

ま
た
、Liquid Crystal D

isplays

事
件
で
は
、
①
Ｅ
Ｅ
Ａ

内
へ
の
直
接
販
売
（
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
の
需
要
者
に
直
接
Ｌ
Ｃ
Ｄ
パ
ネ
ル

が
引
き
渡
さ
れ
た
分
の
売
上
額
（、
②
グ
ル
ー
プ
会
社
内
で
製
品

化
し
た
上
で
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
へ
の
直
接
販
売
（
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
の
需
要

者
が
Ｌ
Ｃ
Ｄ
パ
ネ
ル
を
発
注
し
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
に
販
売
さ
れ
る
分
の
製

品
化
の
た
め
に
Ｅ
Ｅ
Ａ
外
の
グ
ル
ー
プ
会
社
に
当
該
Ｌ
Ｃ
Ｄ
パ
ネ
ル

が
引
き
渡
さ
れ
た
分
の
売
上
額
（、
③
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
へ
の
間
接
販
売

（
Ｅ
Ｅ
Ａ
外
の
需
要
者
に
Ｌ
Ｃ
Ｄ
パ
ネ
ル
が
引
き
渡
さ
れ
た
が
、
そ

の
者
が
製
品
化
し
て
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
の
需
要
者
に
最
終
製
品
を
販
売
し

た
分
の
売
上
額
（
の
三
つ
の
売
上
額
を
区
別
し
た
上
で
、
①
及

び
②
の
売
上
額
合
計
を
欧
州
域
内
に
お
け
る
関
連
売
上
額
と
し

た
（
（（
（

。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
①
及
び
②
の
売

上
額
は
、
Ｌ
Ｃ
Ｄ
パ
ネ
ル
に
関
し
て
最
初
に
実
現
し
た
売
上

（the first 

“real

” sale

（
が
欧
州
域
内
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、

Ｅ
Ｅ
Ａ
内
に
お
け
る
強
い
連
関
（strong nexus

（
が
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
件
違
反
行
為
が
欧
州
域
内
の

需
要
者
に
及
ぼ
し
た
被
害
を
最
も
明
確
に
表
す
も
の
で
あ
る
か

ら
だ
と
説
明
し
て
い
る（（（
（

。
な
お
、
本
件
で
は
③
の
売
上
額
を
算

定
対
象
に
含
め
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
①
及
び
②
の
売
上
額

を
基
礎
額
と
す
る
こ
と
で
十
分
な
抑
止
効
果
を
達
成
で
き
る
と

考
え
た
こ
と
に
よ
る（（（
（

。
既
に
算
定
さ
れ
た
①
及
び
②
の
Ｌ
Ｃ
Ｄ

パ
ネ
ル
も
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
で
製
品
に
搭
載
さ
れ
て
販
売
さ
れ
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
実
務
的
に
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
で
販
売
さ
れ
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た
Ｌ
Ｃ
Ｄ
パ
ネ
ル
搭
載
製
品
の
売
上
額
全
体
か
ら
③
の
売
上
額

の
み
を
厳
密
に
区
別
し
て
重
複
算
定
し
な
い
よ
う
に
す
る
の
は

困
難
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
事
案
を
通
じ
て
、
二
〇
〇
六
年
指
針
に
は
特

段
の
記
述
が
な
く
、
こ
れ
ま
で
不
明
確
で
あ
っ
た
Ｅ
Ｅ
Ａ
内
に

お
け
る
関
連
売
上
額
と
は
何
か
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、Liquid Crystal D

isplays

事
件
に
お
け
る
国
際
カ
ル
テ
ル
で
問
題
と
な
る
「
売
上
額
」
の

解
釈
基
準
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
お
け
る
ブ
ラ
ウ
ン
管
国
際

カ
ル
テ
ル
事
件（（（
（

の
課
徴
金
算
定
上
の
問
題
解
決
に
当
た
っ
て
も

示
唆
に
富
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
件
で
は
、
日
本
企
業
の
東

南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
現
地
子
会
社
等
に
対
す
る
ブ
ラ
ウ
ン
管
の

販
売
価
格
カ
ル
テ
ル
を
問
題
と
す
る
一
方
、
課
徴
金
算
定
の
基

礎
を
当
該
子
会
社
等
の
売
上
額
と
し
て
い
る
点
で
、
日
本
に
お

い
て
生
じ
た
売
上
額
と
言
え
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
問
題
は
、Liquid Crystal D

isplays

事
件
と
共
通
す
る
論

点
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ

ン
管
を
内
蔵
し
た
テ
レ
ビ
等
が
製
品
と
し
て
日
本
に
も
ご
く
一

部
が
流
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、Liquid Crystal 

D
isplays

事
件
に
お
け
る
③
の
売
上
額
と
同
様
の
間
接
的
な
売

上
が
生
じ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
欧
州
委
員
会
が
制
裁

金
の
算
定
対
象
と
考
え
た
の
は
そ
の
流
入
分
の
売
上
額
で
あ
っ

て
、
日
本
国
外
で
最
初
に
実
現
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
売
上
額
全

体
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
製
品
に
加
工
さ
れ
て
日
本
外
の
需
要
者
に

販
売
さ
れ
る
も
の
（
で
は
な
い
。
我
が
国
に
お
け
る
法
規
の
解

釈
が
Ｅ
Ｕ
と
同
一
の
基
準
で
行
わ
れ
る
必
然
性
は
な
い
が
、
こ

の
基
準
自
体
は
、
売
上
の
実
現
地
と
い
う
国
際
会
計
基
準
に

則
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
斟
酌
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
日

本
国
内
で
強
い
連
関
が
認
め
ら
れ
る
売
上
額
で
あ
っ
た
か
、
本

件
違
反
行
為
が
日
本
国
内
の
需
要
者
に
及
ぼ
し
た
被
害
を
最
も

明
確
に
表
す
売
上
額
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
課

徴
金
制
度
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
も
検
討
す
べ
き
事
項
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
⑶
　
算
定
対
象
と
な
る
売
上
額
の
時
間
的
概
念

　

G
as Insulated Sw

itchgear

事
件（（（
（

で
は
、
一
九
九
八
年
指

針
に
基
づ
き
、
制
裁
金
算
定
に
お
け
る
基
礎
額
に
つ
い
て
違
反

行
為
期
間
内
の
最
終
年
度
で
あ
る
二
〇
〇
三
年
度
の
売
上
額
が

採
用
さ
れ
る
一
方
、M

itsubishi

社
と T

oshiba

社
の
二
社

に
関
し
て
の
み
二
〇
〇
一
年
度
の
売
上
額
を
用
い
た
こ
と
が
、

平
等
原
則
と
の
関
係
で
問
題
視
さ
れ
た
。
欧
州
委
員
会
は
、
二

〇
〇
三
年
度
は
こ
れ
ら
二
社
に
よ
る
共
同
事
業
体
（
Ｊ
Ｖ
（
の
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売
上
額
し
か
な
く
、
こ
れ
を
出
資
比
率
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

の
売
上
額
に
相
当
す
る
額
を
算
出
し
た
の
で
は
、
二
社
の
競
争

上
の
地
位
が
適
切
に
反
映
で
き
な
い
た
め
、
Ｊ
Ｖ
設
立
の
影
響

の
な
い
二
〇
〇
一
年
度
の
売
上
額
を
代
替
的
に
用
い
た
と
理
由

を
述
べ
て
い
る（（（
（

。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
三
年
度
の
Ｊ

Ｖ
の
売
上
額
を
二
〇
〇
一
年
度
の
売
上
額
の
比
率
に
基
づ
い
て

反
映
す
る
な
ど
、
異
な
る
取
扱
い
の
程
度
を
最
小
限
と
す
る
他

の
方
法
を
用
い
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
件

の
よ
う
な
不
平
等
な
取
扱
い
を
客
観
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
し
た（（（
（

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
我
が
国
に
お
け
る
課
徴
金
制
度
に
同
様

の
問
題
は
生
じ
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
違
反
行
為
の
実
行
と
し

て
の
事
業
活
動
が
行
わ
れ
た
期
間
が
最
長
三
年
間
に
限
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
期
間
の
売
上
額
は
企
業
の
会
計
帳
簿
書
類
か
ら

正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る（（（
（

た
め
、
年
度
ご
と
に
各

事
業
者
の
関
連
売
上
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
課
徴
金
の
算
定
対
象
期
間
が
最
長
で
も
三

年
間
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
適
切
な
抑
止
力

を
確
保
す
る
観
点
か
ら
国
内
外
か
ら
批
判
が
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
、
算
定
対
象
期
間
を
大
幅
に
拡
大
又
は
無
期
限
化
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
現
在
の
よ
う
に
各
年
度
ご
と
の
売
上
額
を
把
握
し
よ

う
と
し
て
も
、
帳
簿
書
類
の
法
定
保
存
期
間
が
概
ね
七
年
間

（
法
人
税
法
一
二
六
条
一
項
（
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
が
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
課
徴
金
に
本
来
期
待
さ
れ
る

抑
止
力
を
発
揮
さ
せ
る
べ
く
、
違
反
行
為
期
間
に
見
合
っ
た
課

徴
金
額
と
す
る
に
は
、
売
上
額
を
帳
簿
書
類
に
基
づ
い
て
正
確

に
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
二
〇
〇
六
年
指
針
と
同
様
に
、
算

定
対
象
期
間
の
売
上
額
を
一
定
程
度
擬
制
す
る
こ
と
が
不
可
避

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
終
年
度
の
売
上
額
を
も
っ
て
算
定

期
間
中
の
平
均
売
上
額
と
擬
制
し
た
の
で
は
、
近
時
に
お
い
て

急
激
に
成
長
し
た
市
場
の
場
合
に
は
過
剰
な
制
裁
金
額
と
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
た
め
、
二
〇
〇
六
年
指
針
の
下
で
は
、

違
反
行
為
期
間
中
の
平
均
売
上
額
を
代
替
的
に
用
い
た
事
例
も

見
ら
れ
る（（（
（

。
過
度
の
擬
制
は
運
用
を
よ
り
難
し
く
す
る
側
面
が

あ
る
と
の
経
験
を
踏
ま
え
、
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
擬
制
は

課
徴
金
算
定
に
お
け
る
明
確
性
を
も
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
四
　
お
わ
り
に

　

欧
州
委
員
会
は
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
を
統
一
市
場
と
す
る
目
的
を
推
進

す
る
た
め
、
近
年
、
競
争
法
の
執
行
を
積
極
化
さ
せ
、
競
争
制

限
行
為
の
排
除
を
特
に
重
視
し
て
き
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
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扱
っ
た
二
〇
〇
六
年
指
針
は
、
そ
の
こ
と
を
示
す
象
徴
的
な
事

象
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
二
〇
〇
六
年
指
針
に
基
づ
き
算
定
さ
れ

た
制
裁
金
は
軒
並
み
高
額
化
し
、
違
反
行
為
に
対
す
る
抑
止
効

果
を
劇
的
に
高
め
た
ば
か
り
か
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
リ
ニ
エ
ン

シ
ー
制
度
の
利
用
を
強
力
に
促
進
す
る
波
及
効
果
も
顕
著
で
あ

る
。
二
〇
〇
六
年
指
針
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
競
争
総
局
の
プ
レ

ゼ
ン
ス
を
一
層
高
め
る
こ
と
に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
と
言

え
る
。

　

他
方
で
、
一
九
九
八
年
指
針
と
比
べ
、
二
〇
〇
六
年
指
針
に

よ
っ
て
制
裁
金
額
の
予
見
可
能
性
は
一
定
程
度
高
ま
っ
た
も
の

の
、
欧
州
委
員
会
の
裁
量
は
未
だ
広
範
囲
に
及
び
、
各
考
慮
要

素
の
明
確
性
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
不
満
は
、
事
業

者
側
か
ら
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
、
欧

州
委
員
会
の
制
裁
金
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
み

な
ら
ず
他
国
と
も
異
な
る
点
が
多
く
、
法
的
に
も
検
討
を
要
す

る
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で

見
た
よ
う
に
、
争
訟
実
務
に
よ
っ
て
各
種
概
念
・
規
範
が
洗
練

さ
れ
る
と
と
も
に
、
先
例
の
集
積
が
欧
州
委
員
会
の
裁
量
基
準

を
明
確
化
す
る
こ
と
に
繫
が
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

欧
州
委
員
会
は
、
先
に
見
た
統
一
市
場
化
と
い
う
目
的
か
ら
先

進
的
な
論
点
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
見
せ
て
お
り
、

そ
の
実
務
と
理
論
は
、
我
が
国
に
お
け
る
課
徴
金
算
定
実
務
に

関
し
て
も
参
考
と
な
る
点
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
今
後
も
、
違
反
行
為
に
対
す
る
積
極
的
な
法
執
行
を
通

じ
て
、
二
〇
〇
六
年
指
針
を
め
ぐ
る
解
釈
・
規
範
の
よ
り
一
層

の
進
展
を
期
待
し
た
い
。

（
1
（　Joined C

ases 100/80, etc. M
usique D

iffusion 
Française v Com

m
ission [1（8（] E.C.R. 182（.

（
2
（　 A

rt. 2（(2) and (（) of C
O

U
N

CIL R
EGU

LA
T

IO
N  (EC) 

N
o 1/200（, O

J L 1/1 (Jan. 4, 200（).

（
（
（　G

uidelines on the m
ethod of setting fines im

posed 
pursuant to A

rticle 23(2)(a) of R
egulation N

o 1/2003, 
O

J C 210/02 (Sept. 1, 2006) [hereinafter 2006 F
IN

IN
G  

G
U

ID
ELIN

ES ].

（
4
（　G

uidelines on the m
ethod of setting fines im

posed 
pursuant to A

rticle 15(2) of R
egulation N

o 17 and 
A

rticle 65(5) of the E
CSC T

reaty, O
J C （/（ (Jan. 14, 

1（（8) [hereinafter 1（（8 F
IN

IN
G  G

U
ID

ELIN
ES ].

（
（
（　Case CO

M
P/（（.12（

―Car G
lass (N

ov. 12, 2008).
（
6
（　Case CO

M
P/（（.401

―G
as (July 8, 200（).

（
7
（　See, e.g., Case T

-211/08 Putters International v 
Com

m
ission [2011] E.C.R. II-（72（. 

な
お
、
こ
の
裁
量
が
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も
た
ら
す
不
確
定
さ
が
抑
止
力
を
高
め
て
い
る
と
の
指
摘
も

あ
る
。W

outer P. J. W
ils, T

he E
uropean Com

m
issionʼs 

2006 G
uidelines on A

ntitrust Fines: A
 Legal and 

E
conom

ic A
nalysis, （0 W

O
RLD  C

O
M

PET
IT

IO
N

 1（7, 20（ 
(2007).

（
8
（　2006 F

IN
IN

G  G
U

ID
ELIN

ES , supra note （, at 

¶4.

（
（
（　

た
だ
し
、
課
徴
金
が
違
反
行
為
に
対
す
る
制
裁
と
し
て

の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
裁
判
所
も
認
め
る
と
こ

ろ
で
は
あ
る
。
例
え
ば
、
東
京
高
判
平
成
二
四
年
五
月
二
五

日
（
平
成
二
三
年
（
行
ケ
（
第
七
号
（
審
決
集
五
九
巻
第
二

分
冊
一
頁
参
照
〔
防
衛
庁
ジ
ェ
ッ
ト
燃
料
〕、
東
京
高
判
平
成

二
二
年
四
月
二
三
日
（
平
成
一
九
年
（
行
ケ
（
第
四
五
号
（

審
決
集
五
七
巻
第
二
分
冊
一
三
四
頁
〔
バ
イ
タ
ル
ネ
ッ
ト
〕、

東
京
高
判
平
成
一
六
年
二
月
二
〇
日
（
平
成
一
五
年
（
行
ケ
（

第
三
〇
八
号
（
審
決
集
五
〇
巻
七
〇
八
頁
〔
土
屋
企
業
〕
等
。

（
10
（　Com

m
ission notice on im

m
unity from

 fines and 
reduction of fines in cartel cases, O

J C 2（8/17 (D
ec. 8, 

2006). 

（
11
（　2006 F

IN
IN

G  G
U

ID
ELIN

ES , supra note （, at 

¶21-2（.

（
12
（　Case CO

M
P/（（.406

―M
arine H

oses (Jan. 28, 200（) 
at 

¶44（.

（
1（
（　Case CO

M
P/（7.（（0

―Intel (M
ay 1（, 200（) at 

¶178（.

（
14
（　See H

ubert de Broca, T
he Com

m
ission revised 

its G
uidelines for setting fines in antitrust cases, 

C
O

M
PET

IT
IO

N  P
O

LICY  N
EW

SLET
T

ER  N
o.（/2006, at 4.

（
1（
（　Case CO

M
P/（（.2（8

―A
irfreight (Sept. 11, 2010) at 

¶118（.

（
16
（　Broca, supra note 14, at 

¶4.

（
17
（　Case CO

M
P/（（.0（2

―Bathroom
 Fittings (June 2（, 

2010) at 

¶122（.

（
18
（　Case CO

M
P/E-1/（7.（12 (N

ov. 21, 2001), V
itam

ins 
[200（] O

J L6/1; M
ethionine [200（] O

J L2（（/1.

（
1（
（　

例
え
ば
、Pow

er T
ransform

ers

事
件
に
お
け
る
Ａ
Ｂ

Ｂ
社
に
は
五
〇
％
が
加
算
さ
れ
た
。Case CO

M
P/（（.12（

―

Pow
er T

ransform
ers (O

ct. 7, 200（) at 

¶2（6.

（
20
（　Case CO

M
P/（8.6（（

―Sodium
 Chlorate (June 11, 

2008).

（
21
（　Case CO

M
P/（（.（（6

―Calcium
 Carbide (July 22, 

200（).

（
22
（　G

raphite E
lectrodes [2002] O

J L100/1 at 

¶164.
（
2（
（　C

ase C
O

M
P

/（（.（87 P
O

 V
id

eo G
am

es, 
C

O
M

P/（（.706 P
O

 N
intendo D

istribution and 
CO

M
P/（6.（21 O

m
ega (O

ct. （0, 2002), N
intendo [200（] 

O
J L2（（/（（ at 

¶41（. 

こ
の
制
裁
金
額
の
加
算
は
、
裁
判
所
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で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。Case T-1（/0（ Nintendo v Com

m
is-

sion [200（] E.C.R. II-（47 at 

¶144-14（.
（
24
（　G

reek Ferries [1（（（] O
J L10（/24 at 

¶1（（.
（
2（
（　Case CO

M
P/（（.181

―Candle W
axes (O

ct. 1, 2008) 
at 

¶681-686.

（
26
（　

平
等
原
則
と
は
、
客
観
的
に
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
、

同
等
の
状
況
に
あ
る
場
合
に
異
な
る
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら

ず
、
異
な
る
状
況
に
あ
る
場
合
に
同
じ
取
扱
い
を
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。Case T

-（11/（4 BPB de 
E

endracht v Com
m

ission [1（（8] E.C.R. II-112（ at 

¶

（0（.

（
27
（　

比
例
原
則
と
は
、
執
る
べ
き
措
置
は
、
法
目
的
を
達
成

す
る
た
め
に
適
切
か
つ
必
要
な
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
ず
、
負
担
が
最
小
と
な
る
も
の
を
選
択
せ
ね
ば
な

ら
ず
、
そ
し
て
、
目
的
に
対
し
て
不
均
衡
な
不
利
益
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

C
ase C

-（（1/88 Fedesa and O
thers [1（（0] E

.C
.R

.  
I-402（ at 

¶1（; Case C-180/（6 U
nited K

ingdom
 v 

Com
 m

ission [1（（8] E.C.R. I-226（ at 

¶（6.

（
28
（　French Beef [200（] O

J L20（/12 at 

¶17（.

（
2（
（　V

olksw
agen [2001] O

J L262/14 at 

¶121.

た
だ
し
、

本
決
定
は
別
の
理
由
に
基
づ
き
裁
判
所
に
よ
っ
て
取
り
消
さ

れ
て
い
る
。Case T

-208/01 V
olksw

agen v Com
m

ission 
[200（] E.C.R. II-（141.

（
（0
（　Fittings [2007] O

J L28（/6（ at 

¶77（-78（. 

た
だ
し
、

こ
の
加
算
分
は
別
の
理
由
に
基
づ
き
裁
判
所
に
よ
っ
て
取
り

消
さ
れ
て
い
る
。Case T

-（8（/06 A
alberts Industries v 

Com
m

ission [2011] E.C.R. II-122（.

（
（1
（　See, e.g., Interbrew

 [200（] O
J L200/1 at 

¶（17-（1（. 

本
件
で
は
一
〇
％
の
減
額
が
適
用
さ
れ
た
。

（
（2
（　2006 F

IN
IN

G  G
U

ID
ELIN

ES , supra note （, at 

¶2（.

（
（（
（　Choline Chloride [200（] O

J L1（0/22 at 

¶20（-210. 

こ
の
考
え
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。Joined 

Cases T
-2（6/01, etc. T

okai C
arbon and O

thers v 
Com

m
ission [2004] E.C.R. II-1181 at 

¶（41.

（
（4
（　2006 F

IN
IN

G  G
U

ID
ELIN

ES , supra note （, at 

¶2（.

（
（（
（　Case C-62/86 A

kzo v Com
m

ission [1（（1] E.C.R. 
I-（（（（ at 

¶16（.

（
（6
（　2006 F

IN
IN

G  G
U

ID
ELIN

ES , supra note （, at 

¶2（.

（
（7
（　See, e.g., Case CO

M
P/（8.（44

―Pre-Stressing Steel 
(Sept. （0, 2010) at 

¶102（.
（
（8
（　See Case T

-26/02 D
aiichi Pharm

aceutical v Com
-

m
ission [2006] E.C.R. II-71（ at 

¶11（; Sven B. V
ölcker, 

R
ough Justice? A

n A
nalysis of the E

uropean 
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（1

Com
m

issionʼs N
ew

 Fining G
uidelines, 44 C

O
M

M
O

N  
M

A
RK

ET  L. R
EV . 128（, 1（12 (2007).

（
（（
（　A

irfreight, supra note 1（, Com
m

ission Press Re-
lease IP/10/1487.

（
40
（　

例
え
ば
、D

R
A

M
s

事
件
のT

oshiba

とM
itsubishi

は
、
全
面
的
に
違
反
行
為
に
参
加
し
て
い
る
と
ま
で
言
え
ず
、

違
反
行
為
期
間
を
通
し
て
カ
ル
テ
ル
の
維
持
に
寄
与
す
る
程

度
が
低
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
減
額
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

Case CO
M

P/（8.（11

―D
R

A
M

s (Sept. （0, 2010) at 

¶42, 
48, 110.

（
41
（　Case CO

M
P/（8.281

―Italian R
aw

 T
obacco (O

ct. 
20, 200（).

（
42
（　Com

m
ission notice on im

m
unity from

 fines and 
reduction of fines in cartel cases, O

J C 4（/（ (Feb. 1（, 
2002).

（
4（
（　N

intendo, supra note 2（, at 

¶4（4-4（7.

（
44
（　Case T

-（（/02 A
rcher D

aniels M
idland v Com

-
m

ission [2006] E
.C

.R
. II-（627 at 

¶（4（-（（（; C
ase 

T
-1（/02 BA

SF v Com
m

ission [2006] E.C.R. II-4（7 at 

¶

266. 

（
4（
（　Case COM

P/（（.（0（

―LCD (Liquid Crystal Displays) 
(D

ec. 8, 2010) at 

¶4（0. 

（
46
（　See, e.g., Case T

-22（/（4 D
eutsche Bahn v Com

-
m

ission [1（（7] E.C.R. II-168（ at 

¶127; Case C-28（/（8 
P M

o och D
om

sjo v Com
m

ission [2000] E.C.R. I-（8（（ 
at 

¶62; Case T
-204/（8 British Sugar v Com

m
ission 

[2001] E.C.R. II-20（（ at 

¶101.

（
47
（　V

ölcker, supra note （8, at 1（16.

（
48
（　Com

m
ission Consolidated Jurisdictional Notice under 

Council R
egulation (E

C) N
o 139/2004 on the control 

concentrations betw
een undertakings, O

J C（（/1 (A
pr. 

16, 2008) at 

¶1（（.

欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
二
年
判
決

以
来
、
一
貫
し
て
こ
の
考
え
を
支
持
し
て
い
る
。Case 48/6（ 

Im
perial C

hem
ical Industries L

td. (IC
I) v C

om
-

m
ission [1（72] E.C.R. 61（ at 

¶1（2-140; Case C-（7/08 P 
A

kzo N
obel N

V
 and O

thers v C
om

m
ission [200（] 

E.C.R. I-82（7 at 

¶61.

（
4（
（　1（（8 F

IN
IN

G  G
U

ID
ELIN

ES , supra note 4, at 

¶（(a).

（
（0
（　Case T

-1（/02 BA
SF v Com

m
ission [2006] E.C.R. 

II-4（7 at 

¶70.
（
（1
（　

実
際
の
適
用
事
例
を
見
て
も
、
例
え
ば
、Case CO

M
P/ 

（（.4（2
―M

ountings for W
indow

s and W
indow

-D
oors 

(M
ar. 28, 2012)

の
よ
う
に
、
中
小
企
業
を
適
用
対
象
と
し
て

い
る
。
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（
（2
（　Case CO

M
P/（8.（8（

―H
eat Stabilizers (N

ov. 11, 
200（).

（
（（
（　Bathroom

 Fittings, supra note17.
（
（4
（　Pre-Stressing Steel, supra note （7.

（
（（
（　Case COM

P/（8.866

―Anim
al Feed Phosphates (July 

20, 2010).

（
（6
（　2006 F

IN
IN

G  G
U

ID
ELIN

ES , supra note （, at 

¶1（.

（
（7
（　See 2006 F

IN
IN

G  G
U

ID
ELIN

ES , supra note （, at 

¶（-6.

（
（8
（　Case CO

M
P/（8.（4（

―International R
em

oval Serv-
ices (M

ar. 11, 2008).

（
（（
（　Id. at 

¶（28-（（0.

（
60
（　Id. at 

¶（22, （26 and （（2-（（7; Joined Case T
-204/08 

and T
-212/08 T

eam
 R

elocations v Com
m

ission [2011] 
E.C.R. II-（（6（ at 

¶60-68.

（
61
（　Bathroom

 Fittings, supra note 17, at 
¶1202.

（
62
（　

公
取
委
審
判
審
決
平
成
一
一
年
一
一
月
一
〇
日
（
平
成

九
年
（
判
（
第
五
号
（
審
決
集
四
六
巻
一
一
九
頁
〔
東
京
無

線
タ
ク
シ
ー
協
同
組
合
〕、
東
京
高
判
平
成
一
五
年
四
月
二
五

日
（
平
成
一
四
年
（
行
ケ
（
第
五
五
二
号
（
審
決
集
五
〇
巻

六
九
一
頁
〔
オ
ー
エ
ヌ
ポ
ー
ト
リ
ー
〕。

（
6（
（　Case T-127/04 K

M
E G

erm
any v Com

m
ission [200（] 

E
.C

.R
. II-1167 at 

¶（1. U
pheld on appeal in C

ase 

C-272/0（ P K
M

E
 G

erm
any v C

om
m

ission [2011] 
E.C.R. I-1（12（. 

本
件
は
一
九
九
八
年
指
針
に
基
づ
い
て
算
定

さ
れ
た
事
件
で
あ
る
が
、
そ
の
判
旨
は
二
〇
〇
六
年
指
針
に

も
当
て
は
ま
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。See K

ERSE &
 K

H
A

N , 
E

U
 A

N
T

IT
R

U
ST  P

R
O

CE
D

U
R

E  418 (6
th Ed. 2012), U

K
: 

Sw
eet &

 M
axw

ell.

（
64
（　

最
判
平
成
一
七
年
九
月
一
三
日
（
平
成
一
四
年
（
行
ヒ
（

第
七
二
号
（
民
集
五
九
巻
七
号
一
九
五
〇
頁
〔
日
本
機
械
保

険
連
盟
〕。

（
6（
（　Intel, supra note 1（, at 

¶177（-1777. 

な
お
、
売
上
額

の
決
定
が
困
難
な
場
合
に
は
、
入
手
し
得
る
最
も
適
当
な
数

字
（best available figures

（
を
用
い
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て

い
る
。2006 F

IN
IN

G  G
U

ID
ELIN

ES , supra note （, at 

¶1（.

（
66
（　LCD

 (Liquid Crystal D
isplays), supra note 4（, at 

¶（80-（81.

（
67
（　Id. at 

¶（81, （8（.

（
68
（　Id. at 

¶（81.

（
6（
（　

公
取
委
排
除
措
置
命
令
・
課
徴
金
納
付
命
令
平
成
二
一

年
一
〇
月
七
日
（
平
成
二
一
年
（
措
（
第
二
三
号
・
平
成
二

一
年
（
納
（
第
六
二
号
（
審
決
集
五
六
巻
第
二
分
冊
七
一
頁
・

一
七
三
頁
。

（
70
（　Case CO

M
P/F/（8.8（（

―G
as insulated sw

itchgear 
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（（

(Jan. 24, 2007).
（
71
（　Id. at 

¶48（.
（
72
（　Case T

-11（/07 T
oshiba v Com

m
ission [2011] E.C.R. 

II-（（8（ at 

¶2（1.

（
7（
（　

加
藤
秀
樹
・
来
生
新
・
京
藤
哲
久
・
実
方
謙
二
・
正
田

涁
「
独
禁
法
の
強
化
と
課
徴
金
の
引
上
げ
（
座
談
会
（」
ジ
ュ

リ
九
七
七
号
二
九
頁
〔
加
藤
秀
樹
発
言
〕（
一
九
九
一
年
（
参

照
。

（
74
（　LCD

 (Liquid Crystal D
isplays), supra note 4（, at 

¶（84.

※　

本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
「
課
徴
金
制
度
の
現
代
的

課
題
と
こ
れ
を
克
服
す
る
理
論
枠
組
み
に
関
す
る
総
合
的
研

究
」（
研
究
課
題
番
号
：247（004（

（
の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
。


